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第５０回スイッチング支援に関する実務者会議で付議された下記要望について、
要望の背景、および会議内の論点についての見解を要望元の小売電気事業者からご説明いたします。

（要望内容）
現小売事業者が需要家に対し複数番号を通知している場合、どの番号を用いて廃止取次の申込がなされても本人確認
できるよう対応することを「【低圧需要編】SWマニュアル（スイッチング）」のスイッチング廃止受付時（廃止取
次有り）の留意事項に明記いただきたい。
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第5回 スイッチング支援に関する実務者会議 議事

本件は平成27年第5回スイッチング支援に関する

実務者会議の決定事項であるが、SWマニュアルに明記された

箇所がないために、こうした対応に応じていただけない

小売事業者が存在する。その結果、スイッチングを希望する

需要家自身がどの番号が正しい番号かわからずにスイッチング

できない状況が発生している。そこで、マニュアルに明記することで

明確にルール化していただきたい。

■要望理由（再掲） ■要望の背景

当社としては、スイッチング受付時の注意事項として周知している

ところですが、エラーが継続的に発生しており、多数の需要家に

ご迷惑をおかけしている状況です。

～ 中略 ～

・現小売事業者ごとにどの番号で申し込むべきかを確認し、

スイッチング受付部門に向けて番号名称や桁数などを周知。

・一部の小売電気事業者様には個別に照会に応じていただ

いている。ただし、スイッチング支援システム外の対応となるため

情報セキュリティ上の懸念がある。

主なエラー発生要因

・需要家はどの番号がスイッチングに必要かを理解していない。
（接触機会を鑑みると、現小売から理解できるよう通知することは現実的に困難）

・廃止取次判断に利用される番号は事業者ごとに名称や

番号の桁数が異なり、新小売では一元的な対応は困難。

・需要家がweb経由でスイッチング再点を申し込むことが増えて

おり、新小売から需要家に注意喚起できる余地は限られる。

当社のみに限定された内容ではなく、全小売事業者に共通した

課題であると認識しているため、円滑なスイッチング実現のために

ご検討いただきたいと考えます。

当社における取組
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論点 議論内容 要望元事業者 見解

1

「どの番号で廃止取次を行ったとしても廃止取次可」とする
マニュアル記載案について小売事業者からの要望では「本人
確認できる」となっている。
本人確認ができたとしても他の判断項目があるため、
本人確認=廃止取次可とはならないのではないか。

当社としてはご指摘のとおり、どの番号で廃止取次を行ったと
しても「本人確認」されるような対応を要望いたします。
その上で名義や廃止年月日など他の判断項目により判断
NGとなる場合は、廃止取次不可になると理解しています。

2
廃止取次判断をシステム制御している事業者は
対応する場合、システム改修負担が大きいのではないか。

本内容自体は第5回実務者会議の決定事項であり、運用
ルールが変更になる訳ではないと認識しています。ただ、
マニュアルに記載がなかったために対応されていなかった事業
者がいらっしゃることは理解しており、対応に向けた猶予期間
を設けることは妥当と考えます。

3
取次事業者と小売事業者が違う番号を通知している場合
はどうなるのか。

当社の今回の要望では、取次・媒介については想定しておら
ず、現小売事業者が取次・媒介を介さずにサービス提供して
いる場合を想定しています。
ただ取次/媒介等事業者からのスイッチング再点時に、需要
家が誤って取次/媒介事業者が発行する番号を申告する
ケースが多く発生しているため、本件とは独立して改めて問題
提起させていただきたいと考えます。

第50回実務者会議 論点についての要望元事業者見解


